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現行と移行後



訪問サービス① ガイドラインより



訪問サービスのメニュー

現行相当サービス
サービス種別 総合事業において実施される現行の介護予防訪問介護相当のサービス

サービス内容 ○訪問介護員による身体介護、生活援助

対象者とサービス提
供の考え方

○すでにサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要な身体介護
や認知症が認められるケース

実施方法 事業者指定

人員基準

①管理者常勤・専従１人以上（兼務可）
②訪問介護員等常勤換算2.5人以上
（介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者）
③サービス提供責任者常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に１人以上（一部非常
勤可）。ただし、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責
任者の業務に主として従事する者が１人以上配置されている等の事業所は、利用者
50 人に１人以上（介護福祉士、実務研修修了者、3年以上介護等の業務に従事した
介護職員初任者研修等修了者）

設備基準 （現行の介護予防訪問介護と同様）

運営基準 （現行の介護予防訪問介護と同様）



訪問サービスのメニュー

介護予防訪問型Ａサービス（緩和したサービス）

サービス種別 訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）

サービス内容
○身体介護（排泄・食事介助、清拭・入浴等）を行わない
○訪問介護員等以外の従事者（市が実施する研修の修了者）によるサービス提供→有資格
者は、中重度者へのケア等にシフト

対象者とサービス提
供の考え方

○身体介護が不要なケース

実施方法 事業者指定

人員基準

①管理者 専従１人以上（兼務可）
②従事者 必要数
（介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者、市が実施する研修の修了者）
③サービス提供責任者 必要数（介護福祉士、実務研修修了者、3年以上介護等の業務に
従事した介護職員初任者研修等修了者）

設備基準 （現行の介護予防訪問介護と同様）

運営基準 （現行の介護予防訪問介護と同様）



単位数・単価・サービス額
対 象 回数 対象者 単位数・単価等

介護予防訪問介護相当
みなし事業所

週１回
事業対象者、
要支援１、要
支援２

A１-1111 1,168単位
サービス額 11,925円
利用者負担 1,193円

週２回
事業対象者、
要支援１、要
支援２

A１-1211 2,335単位
サービス額 23,840円
利用者負担 2,384円

週３回
事業対象者、
要支援２

A1-1321 3,704単位
サービス額 37,817円
利用者負担 3,782円

単位：月につき

＊1単位10.21円 ＊月割日額は従来の考え方 ＊１割負担の場合



単位数・単価・サービス額
対 象 回数 対象者 単位数・単価等

介護予防訪問介護相当
独自事業所

週１回
事業対象者、
要支援１、要
支援２

A2-1111 1,168単位
サービス額 11,925円
利用者負担 1,193円

週２回
事業対象者、
要支援１、要
支援２

A2-1211 2,335単位
サービス額 23,840円
利用者負担 2,384円

週３回
事業対象者、
要支援２

A2-1321 3,704単位
サービス額 37,817円
利用者負担 3,782円

単位：月につき

＊1単位10.21円 ＊月割日額は従来の考え方 ＊１割負担の場合



単位数・単価・サービス額
対 象 回数 対象者 単位数・単価等

介護予防訪問型Ａサービス
みなし・独自事業所

週１回
事業対象者、要
支援１、要支援２

A3-○○ 818単位
サービス額 8,351円
利用者負担 836円

週２回
事業対象者、要
支援１、要支援２

A3-○○ 1,635単位
サービス額 16,693円
利用者負担 1,670円

週３回
事業対象者、要
支援２

A3-○○ 2,593単位
サービス額 26,474円
利用者負担 2,648円

単位：月につき

＊1単位10.21円 ＊月割日額は従来の考え方 ＊１割負担の場合
＊サービスコード項目は国保連と協議



加算
介護予防訪問介護相当

初回加算200単位／月

生活機能向上連携加算100単位／月

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）8.6％

（Ⅱ）4.8％

（Ⅲ）（Ⅱ）×0.9

（Ⅳ）（Ⅱ）×0.8

介護予防訪問型Ａサービス

初回加算200単位／月

生活機能向上連携加算はない。

介護職員処遇改善加算は検討中



減算

介護予防訪問介護相当

従来と同様の減算

介護予防訪問型Ａサービス

減算はない



限度額管理
•要支援１、事業対象者 月額50,030円

•要支援２ 月額104,730円

現在のサービスを継承するもの
○高額介護サービス費相当事業（←介護予防給付）

○高額医療合算介護予防サービス費相当事業（←介護予防給付）



移行後の介護予防ケアマネジメント

•総合事業のサービスの提供に向け地域包括支援センターが実施。

•要件を緩和したサービスを設け、費用額の抑制、地域包括支援セン
ターから居宅介護支援事業所への再委託の促進を図る。

ケアマネジメントＡ
介護予防支援と同等のサー
ビス。要件・単価も同等

相当サービス
訪問型Ａサービス
訪問型Ｃサービス

ケアマネジメントＢ
サービス担当者会議を緩和し
た類型を想定

訪問型Ｂサービス

ケアマネジメントＣ 初回のみのケアマネジメント 一般介護予防



移行時期と方法

•高砂市の総合事業への移行時期は平成２９年４月１日～

•平成29年４月１日以降、認定更新に合わせ介護予防訪問介護及び

介護予防通所介護は、それぞれ訪問型サービス及び通所型サービ

スに移行。全ての要支援者が移行するのは平成３０年３月３１日

•ただし、初回の利用者は要支援申請が必要。

•平成２９年４月１日以降の利用は、利用者との契約変更が必要

•ケアマネ向け説明会を実施（地域包括支援センター）



要綱制定と住民説明

•平成２８年１２月要綱のパブリックコメント実施を予定

•市民向けチラシ・広報（平成２９年２月）を作成・実施を予定

•平成２９年２月に行政地区単位で、実施を予定



事業所指定
みなし指定の事業所

平成27.3.31以前の指定介護予防訪問介護事業所

•医療介護総合確保推進法附則第１３条により指定事業者の指定を
受けたものとみなされた者 平成３０年３月３１日まで

•平成２９年度中に更新指定申請手続きが必要 指定期間 ６年間

•指定を受けたものとみなされた者の不要とする旨の申出 平成２８
年１２月３１日（訂正：１２月２８日）まで

•サービス事業の供給量を超過する場合など指定事業者の指定をし
ない場合がある



事業所指定
Ｈ２７、４以降指定の事業所の扱い

•医療介護総合確保推進法附則第１３条により指定事業者の指定を

受けたものとみなされた者以外の指定事業者の指定 平成２９年４

月１日以降指定を受ける者 ６年間

•事前受付を平成２８年１２月１日（訂正：平成２９年１月４日）以降受

付

ただし、指定は、平成２９年４月１日



指定基準
現行相当・Ａサービスの一体的指定

•事業所指定は、現行相当サービス・介護予防訪問型
Ａサービスの一体的指定

•現行相当サービスのみの指定、介護予防訪問型Ａ
サービスのみの指定はない



事業所指定
人員基準

•訪問介護員等（指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士

又は法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。）

•介護予防訪問型Ａサービス従事者に市の指定する高砂市認定家事

援助ヘルパー養成研修を修了した者を加える。

•サービス提供責任者その他基準は、旧基準による。



事業所指定
設備・運営基準等

•設備に関する基準、運営に関する基準、介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準及び基準該当介護予防

サービスに関する基準は、旧指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準は、旧基準による。



事業所コード

•指定等を受けた事業所又は施設は、介護給付費請求のために当該

事業所等を識別するための番号（介護保険事業所番号）が設定され

る。このとき、同一法人が同一所在地において複数の事業所として

の指定を受ける場合には、特例として同一番号を使用できる。



移行期間中の事業所指定

提供するサービス 必要な事業所指定 指定権者

介護給付 訪問介護 指定訪問介護事業所の指定 兵庫県

予防給付 介護予防訪問介護 指定介護予防訪問介護の指定 兵庫県

総合事業 訪問型サービス
総合事業の訪問型サービス事

業所の指定
高砂市



利用者との契約と重要事項説明

○総合事業によるサービス提供にあたっては、利用者との契約が必
要となる。

※現在の介護予防訪問介護の提供に係る契約は「介護予防訪問
介護の提供」に関する事項だから、総合事業には適用されない。

○事業所における総合事業移行に係る準備事項であるので、遺漏の
ない対応をお願いする。

○重要事項説明も同様の対応が必要



家事援助ヘルパーの養成

•高砂市は、訪問型Ａサービス対応の高砂市認定家事援助

ヘルパーの養成研修を平成２８年１１月１８・２５日に実施

•兵庫県からは、介護予防・日常生活支援総合事業における

緩和した基準によるサービスの担い手養成研修標準カリ

キュラムが提示



いきいき百歳体操・かみかみ百
歳体操の普及を図る。

対象者：事業対象者要支援者だ
けでなくその他高齢者も参加

通所・訪問事業所等にリハ職を
派遣し、職員への指導を実施


